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年
度
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
税

19
源
移
譲
の
影
響
に
よ
り
、
所
得
税

が
減
額
と
な
り
、
控
除
で
き
る
住

策

定

方

針

を 

定

め

ま

し

た

　

市
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針

で
あ
る
第
3
次
長
期
総
合
計
画
は
、

　

年
度
で
計
画
期
間
が
終
了
し
ま

22す
。　

年
度
か
ら　

年
間
を
計
画

23

10

期
間
と
す
る
次
期
の
第
4
次
長
期

総
合
計
画
策
定
の
基
本
的
な
考
え

方
や
進
め
方
を
示
し
た
策
定
方
針

を
定
め
ま

し
た
。市
の

目
指
す
将

来
像
を
作

る
作
業
が

本
格
的
に

始
ま
り
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
と

共
に
、
計
画
づ
く
り
に
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。

　

策
定
方
針
は
、
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
（
市
役
所
2
階
）
と
企
画
調

整
課
（
市
役
所
4
階
）、
ま
た　

月
10

　

日
（
水
）
か
ら
は
市
ホ
ー
ム
ペ

15ー
ジ
で
も
閲
覧
で
き
ま
す
。
今
後

　
　

月　

日
（
月
）
〜　

日
（
日
）

10

20

26

は
行
政
相
談
週
間
で
す
。

　

市
で
は
、
同
週
間
中
、
行
政
相

談
制
度
を
広
く
皆
さ
ん
に
利
用
し

て
い
た
だ
く
た
め
、
行
政
相
談
委

員
が
行
政
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

国
の
仕
事
等
に
つ
い
て
「
説
明
に

納
得
で
き
な
い
」「
処
理
が
間
違
っ

て
い
る
」
な
ど
の
苦
情
や
要
望
を

受
け
付
け
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　１０月３１日（金）は、市・都民税第３期、

国民健康保険税第４期、後期高齢者医療

保険料第４期の納期限です。最寄りの金

融機関・郵便局でお納めください。

　詳しくは納税課�４７０・７７２９へ。　　

　

市
で
は
、
市
税
滞
納
者
の
財
産

の
差
し
押
さ
え
を
行
っ
て
い
ま
す
。

滞
納
処
分
と
し
て
差
し
押
さ
え
た

不
動
産
は
、
滞
納
市
税
に
充
当
す

る
た
め
、
入
札
に
よ
る
売
却
（
公

売
）
を
行
い
ま
す
。
今
回
の
不
動

産
公
売
は
、
都
と
合
同
で
行
い
、

近
隣
市
で
あ
る
新
座
市
の
物
件
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
買
い
受
け
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
不
動
産
公
売

に
関
し
て
は
納
税
課�
4
7
0
・

　

市
・
都
民
税
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
等
の
納

め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕
事

な
ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な
方

は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

は
作
業
の
進
展
に
伴
い
、
随
時
広

報
紙
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

策
定
状
況
を
お
知
ら
せ
し
て
い
く

予
定
で
す
。

基
本
構
想
審
議
会
の 

委
員
を
募
集
し
ま
す

　

第
4
次
長
期
総
合
計
画
に
市
民

の
皆
さ
ん
の
声
を
反
映
す
る
た
め
、

長
期
総
合
計
画
基
本
構
想
審
議
会

委
員
を
募
集
し
ま
す
。
基
本
構
想

は
、
長
期
総
合
計
画
の
柱
に
な
る

市
の
理
念
を
定
め
る
も
の
で
す
。

審
議
会
の
委
員
総
数
は　

人
で
、

15

市
議
会
議
員
、
学
識
経
験
者
、
公

共
的
団
体
の
代
表

者
と
共
に
、
市
の
現

状
や
問
題
点
、
将
来

像
に
つ
い
て
審
議

し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　
【
募
集
人
数
】2
人

　
【
応
募
資
格
】市
内

在
住
・
在
学
・
在
勤

の　

歳
以
上
で
、
会
議
に
出
席
で

18
き
る
方
（
市
の
ほ
か
の
付
属
機
関

の
委
員
に
な
っ
て
い
な
い
方
）

　

※
会
議
は
月
1
回
、
平
日
の
夜

間
に
2
時
間
程
度
を
予
定
。

　
【
任
期
】　

年
1
月
〜　

年
8
月

21

22

（
予
定
）

　
【
報
酬
】市
条
例
の
規
定
に
よ
り

支
給

　

申
し
込
み
は　

月　

日
（
木
）

11

13

ま
で
に
（
消
印
有
効
）、
①
氏
名
・

住
所
・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号

を
記
載
し
た
書
類
②
小
論
文
「
こ

れ
か
ら
の
市
政
に
望
む
も
の
」（
1

2
0
0
字
程
度
）
を
、
〒
2
0
3

―
8
5
5
5
、
市
役
所
企
画
調
整

課
あ
て
郵
送
、
電
子
メ
ー
ル
、
フ

ァ
ク
ス
（
4
7
0
・
7
8
0
4
）

ま
た
は
直
接
同
課（
市
役
所
4
階
）

へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
（
①
②
と

も
様
式
は
任
意
）。応
募
書
類
を
も

と
に
書
類
選
考
し
、
結
果
を
通
知

し
ま
す
。
提
出
さ
れ
た
書
類
は
返

却
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
企
画
調
整
課�
4
7

0
・
7
7
0
2
へ
。

宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
減
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
税
源
移
譲
後
の
税
負
担
が
移

譲
前
と
同
じ
よ
う
に
な
る
よ
う
に
、

翌
年
度
の
市
民
税
・
都
民
税
か
ら

減
額
す
る
方
法
と
し
て
、
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受

け
て
い
る
方
で
、
所
得
税
か
ら
控

除
し
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る
場

合
は
、
翌
年
度
の
住
民
税
（
所
得

割
）
か
ら
控
除
で
き
ま
す
（　

年
28

度
ま
で
実
施
）。

　
　

年
以
降
、

20
住
民
税
の
住

宅
ロ
ー
ン
控

除
の
適
用
を

受
け
る
た
め

に
は
、
毎
年
申

告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
年
末
調

整
の
み
で
は
控
除
で
き
ま
せ
ん
。

　
【
対
象
】　

年
1
月
1
日
〜　

年

11

18

　

月　

日
に
入
居
し
、
所
得
税
の

12

31

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

て
い
る
方
▽
住
宅
ロ
ー
ン
可
能
額

が
所
得
税
額
よ
り
大
き
く
な
り
、

控
除
し
き
れ
な
く
な
っ
た
方
（
目

安
と
し
て
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
後

の
所
得
税
額
が
0
円
と
な
る
方
）

　
【
必
要
提
出
書
類
】①
給
与
収
入

の
み
の
方
＝
計
算
明
細
書
の
コ
ピ

ー
お
よ
び
年
末
残
高
等
証
明
書
の

コ
ピ
ー
▽
市
民
税
・
都
民
税
住
宅

借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書

（
第　

号
の
3
様
式
。
昨
年
申
告

55

し
た
方
に
は　

年
1
月
中
旬
に
発

21

送
）
▽
源
泉
徴
収
票
（
給
与
支
払

報
告
書
）
原
本
②
確
定
申
告
さ
れ

る
方
＝
確
定
申
告
書
▽
市
民
税
・

　防災防犯課では、東久留米市地域防災計画の修正案をまとめました。

この計画内容について、市民の皆さんからご意見を頂きたく、パブリッ

クコメント（意見公募）を実施します。皆さんのご意見をお待ちしてま

す。

　【地域防災計画修正案の閲覧期間】１０月２０日（月）～１１月５日（水）

　【閲覧場所】防災防犯課・市政情報コーナー（いずれも市役所２階）、

各図書館　

　※なお、１０月２０日（月）からは市ホームページでもご覧になれます。

　【パブリックコメントの提出方法】１１月５日（水）までに（消印有効）、

①「地域防災計画修正案」②住所③氏名④年代（例＝２０代）⑤ご意見を

記入し、〒２０３－８５５５、市役所防災防犯課あて郵送、電子メールまたはフ

ァクス（４７０・７８０７）で提出を（電話での受け付けはできません）

　頂いたご意見は、同修正案の参考意見として検討させていただきます。

その後要約し、個人情報に関する事項を除いた上で、広報紙や市ホーム

ページで公表する予定です。なお、個々への回答は行わず、提出された

書類は返却しませんので、ご了承ください。

　詳しくは同課防災防犯係�４７０・７７６９へ。

　

※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

※
介
護
保
険
料
は
納
付
書
を
持

参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
領
収
し
ま

す
。

　

※
納
税
証
明
の
発
行
は
で
き
ま

せ
ん
。

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】　

月　

日
（
水
）・　

10

22

23

日
（
木
）
の
い
ず
れ
も
午
後
8
時

半
ま
で

休
日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】　

月　

日
（
土
）・　

10

25

26

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
9
時

〜
午
後
4
時

　
【
会
場
】
夜
間
・
休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
2
階
）

　

詳
し
く
は
同
課�
4
7
0
・
7

7
3
0
へ
。

7
7
3
0
へ
問
い
合
わ
せ
て
い
た

だ
く
か
、　

月　

日
（
水
）
か
ら

10

15

の
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
自
主
納
付
等
に
よ
り
公

売
が
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
買
い
受
け
を
希
望
さ
れ

る
方
は
事
前
に
同
課
へ
問
い
合
わ

　
　

年
4
月
に
障
害
者
自
立
支
援

18
法
が
施
行
さ
れ
、
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
が
大
き
く
見
直
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
法
に
基
づ
き
、
地

域
の
福
祉
作
業
所
も
こ
の
数
年
間

で
新
し
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
新
体

系
事
業
）
に
徐
々
に
移
行
し
て
い

ま
す
。

　

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
は
、

今
ま
で
実
施
し
て
き
た
知
的
障
害

者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
知
的
障

害
者
通
所
訓
練
事
業
が
、　

月
1

10

日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基

づ
く
新
体
系
事
業
に
移
行
し
ま
し

た
。
移
行
に
際
し
て
は
、
従
来
と

同
様
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
提
供
で

き
る
よ
う
配
慮
し
て
い
ま
す
。
な

お
、
い
ず
れ
も
法
や
市
の
定
め
に

基
づ
き
、
利
用
者
負
担
が
か
か
り

ま
す
。

　

①
生
活
介
護
（
知
的
障
害
者
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
か
ら
移
行
）
＝
常
に

介
護
の
支
援
が
必
要
な
方
（
障
害

程
度
区
分
3
以
上
）
に
、
通
所
に

よ
る
日
常
的
な
介
護
や
日
中
活
動

の
支
援
を
行
い
ま
す
。
同
セ
ン
タ

ー
で
は
、
重
複
障
害
や
医
療
的
ケ

　
【
開
設
日
時
】　

月　

日（
金
）午

10

24

後
1
時
半
〜
4
時

　
【
開
設
場
所
】市
役
所
1
階
屋
内

ひ
ろ
ば

　
【
相
談
内
容
】
年
金
、
保
険
、
福

祉
、
道
路
、
郵
便
、
旅
客
運
輸
関

係
な
ど

　
【
行
政
相
談
委
員
】小
山
正
勝
氏

�
4
7
1
・
3
9
5
5
、
篠
宮
松

美
氏�
4
6
5
・
1
8
3
9
、
岡

部
佳
子
氏�
4
7
4
・
0
3
7
9

　

こ
の
ほ
か
、
総
務
省
東
京
行
政

評
価
事
務
所
の
「
行
政
苦
情
1
1

0
番
」
＝�
0
5
7
0
・
0
9
0

1
1
0
（
フ
ァ
ク
ス　

・
5
3
3

03

1
・
1
7
6
1
▽
東
京
総
合
行
政

相
談
所
（
西
武
百
貨
店
池
袋
店
7

階
。
休
業
日
を
除
く
毎
日
）
＝�

　

・
3
9
8
7
・
0
2
2
9
で
も

03相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
生
活
文
化
課
人
権
・

市
民
相
談
担
当�
4
7
0
・
7
7

3
8
へ
。

Ｇ４３０４号売却区分番号

埼玉県新座市栗原六丁目１４１
番地９

物件所在地

宅地　２０２.９０�（登記簿上）。
現況、宅地
ほか、私道持ち分あり。
共同住宅 １階１１５.９３�
 ２階１１５.９３�
 ３階　９２.７４�
 ４階　６９.５６�
 （登記簿上）

財産の名称等

２，１６０万円見積価額

　２１６万円公売保証金

せ
て
く
だ
さ
い
。

　
【
入
札
日
時
】　

月　

日（
火
）午

11

11

後
1
時

　
【
入
札
会
場
】都
庁
第
一
本
庁
舎

4
階
第
一
入
札
室

　
【
公
売
物
件
】
右
表
の
通
り

　

詳
し
く
は
同
課
へ
。

ア
の
必
要
な
方
の
利
用
と
な
り
ま

す
　

②
就
労
移
行
支
援
（
知
的
障
害

者
通
所
訓
練
か
ら
移
行
）
＝
一
般

就
労
を
希
望
し
、
適
性
に
合
っ
た

職
場
へ
の
就
労
等
が
見
込
ま
れ
る

方
に
、
生
産
活
動
等
を
通
じ
て
知

識
や
能
力
の
向
上
の
た
め
に
必
要

な
訓
練
を
行
い
ま
す

　

③
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

（
知
的
障
害
者
通
所
訓
練
か
ら
移

行
）
＝
創
作
的
活
動
・
生
産
活
動

の
機
会
を
提
供
し
な
が
ら
日
中
活

動
を
支
援
し
、
地
域
と
の
交
流
等

を
促
進
し
ま
す

　

な
お
、
機
能
訓
練
、
入
浴
サ
ー

ビ
ス
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
日
中

一
時
支
援
、
講
座
、
講
習
会
等
は

従
来
通
り
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
も
、
同
セ
ン
タ
ー
で
は
、

障
害
の
あ
る
方
や
ご
家
族
が
安
心

し
て
地
域
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
、

相
談
・
支
援
事
業
の
充
実
を
目
指

し
て
い
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課�
4
7

0
・
7
7
4
7
ま
た
は
同
セ
ン
タ

ー�
4
7
7
・
2
7
1
1
（
フ
ァ

ク
ス
4
7
7
・
2
7
5
0
）
へ
。

不動産公売
を実施します

都
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除
申
告
書
（
第　

号
の
4
様
式
。

55

昨
年
申
告
し
た
方
に
は　

年
1
月

21

中
旬
に
発
送
）

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係

（
内
線
2
3
3
3
〜
2
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◆企画調整課メールアドレス

kikakuchosei@city.higashikurume.ne.jp

◆防災防犯課メールアドレス

bosaibohan@city.higashikurume.lg.jp

地域防災計画修正案地域防災計画修正案
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相談窓口を開設相談窓口を開設

１０月２４日１０月２４日（金）（金）
特設行政相談所特設行政相談所
を開設を開設

公売物件


